
苫小牧市未来まちづくり戦略に基づく地方創生事業 

ヒアリング実施要領及び評価基準 

 

 

１ 審査 

 ⑴ 選定委員会の設置 

   ヒアリング、企画提案書及び提案価格の評価は、苫小牧市未来まちづくり戦略に基づく地方創

生事業委託業者選定委員会（以下、「選定委員会」という。）を設置して行う。 

 

２ 評価及び選定 

  一次評価及び二次評価を実施する。なお、提案者が３者以下の場合は二次評価のみ実施する。 

 ⑴ 一次評価（書類審査）の実施 

   提出された企画提案書の内容により、選定委員会において一次評価（書類審査）を実施する。

一次評価（書類審査）は「⑶ 評価基準」の各項目に基づき採点するものとし、二次評価（ヒア

リング）に当該評価結果を引き継がないものとする。 

   なお、提案者が４者以上あった場合には、一次評価（書類審査）の結果に基づき、二次評価

（ヒアリング）を実施する３者を選定することができるものとする。この場合、一次評価（書類

審査）の実施後、速やかにすべての提案者に対し、評価結果を通知する。 

 

 ⑵ 二次評価（ヒアリング）の実施 

ア ヒアリングは、令和７年７月４日（金）に、苫小牧市役所にて行うものとするが、開始時

間及び実施場所は別途通知する。 

イ ヒアリングは、１者ずつの呼び込み方式とし、１者の持ち時間は６０分以内とする。 

（提案説明３０分、質疑応答３０分を予定） 

ウ ヒアリングは、一般非公開とする。 

エ ヒアリングの内容は、提出のあった提案内容に基づくものとする。なお、資料の追加提出

は認めない。 

オ ヒアリングにおいては、企画提案書では説明が難しい点やアピールしたい点について行う

こと。この説明においては、プロジェクター及びスクリーンを使用することができる。 

また、プロジェクター、スクリーン、パソコン及びマイクスピーカーは当市で用意可能だ

が、その際はあらかじめ担当部署に連絡すること。その他機材については提案者が用意する

こと。 

カ ヒアリングの説明者は補助者を含めて５名までとし、原則対面による。オンラインによる

場合の提案者側の通信方法については、提案者の責任の範囲とする。 

キ 欠席をした場合は、企画提案書の審査、評価及び選定から除外する。 

ク 選定委員会の委員が、評価採点を行う。 

 

 ⑶ 評価基準 

企画提案書及びプレゼンテーション等により、次の審査項目について、審査及び評価を行う。 



ア 業務工程及び実施体制、業務実績に関すること【15 点】 

(ｱ) 次年度以降の取組みを見据えたスケジュールが示されているか。 

(ｲ) 委託業務に対して知見のあるメンバーやアドバイザーを含む体制が構築されているか。 

(ｳ) 委託業務と同等又は類似業務の実績を有しており、その内容が本業務に有効であるか。 

イ 産業振興に係る事業に関すること【40点】 

(ｱ) GX 人材の育成カリキュラムの開発に向けた手法や内容が明確に示されているか。 

(ｲ) GX フィールドの機能要件や市内で適合するフィールドの棚卸しや検証ができる設計に

なっているか。 

ウ 快適な住環境に係る事業に関すること【40点】 

(ｱ) 次世代人材の学習プログラムの開発に向けた手法や内容が明確に示されているか。15 

(ｲ) 新たな生活・エリア形成に向けた方針や内容が明確に示されているか。15 

(ｳ) ぷらっとみなと市場や公設卸売市場等の苫小牧港漁港エリアにおけるリブランディング

の構想策定に係るプロセスやアウトプットが明確に示されているか。10 

エ 交通物流に係る事業に関すること【40点】 

(ｱ) 現状分析のアプローチ・有効性検証について、具体的な手法が示されているか。15 

(ｲ) 移動サービスの設計及び実証について、明確な検討内容が提案されているか。15 

(ｳ) 花卉の鮮度保持・保管に係る実証実験プランが設計されているか。10 

オ 各種会議の運営に関すること【15点】 

(ｱ) 各メンバーの所属や特性に応じた意見聴取、意見交換が見込める運営方針が示されてい

るか。 

カ 次年度以降の取組の検討に関すること【45点】 

(ｱ) 令和 7年度の取組状況や成果を踏まえ、次年度以降の実施内容が具体的に示されている

か。 

キ 見積額【5点】 

 

２ 結果通知 

 苫小牧市未来まちづくり戦略に基づく地方創生事業業務に関する公募型プロポーザル実施要領

「１５ 結果の通知・公表」のとおり 

 


